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救済の申出を行った決定

1、 平成18年8月22日付18文企企第127号行政情報一部公開決定に対する救済申出

2、 平成18年8月25日付18文企企第131号行政情報非公開決定に対する救済申出

3、 平成18年8月22日付18文企企第138号行政情報非公開決定に対する救済申出

○第127号について

127号は、8月4日に開催された「事務調整会議資料・議事録一式」と8月7日に開催された「政策調整会議資料・議事録一式」の情報公開を求めたものですが、区は非公開の理由として「区として意思決定がされるまで時限秘とする。」とされています。

しかし、この理由は２つの会議で何が議題になり、どのような資料があり、どのような意思決定がされる予定なのかの説明がなく、非公開の妥当性を全く明らかにしていません。このような非公開決定は、区政への信頼を大きく損なうものであり、自治基本条例に違反するものでもあります。

文京区の情報公開条例は、その目的を第一条で、「この条例は、区民の知る権利を保障し、区民の行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定めることにより、区が区政に関し区民に説明する責務を全うし、もって区民の区政への参画の促進を図り、区民との信頼関係の下に公正で開かれた区政を実現することを目的とする。」としています。

127号における非公開決定は、「区が区政に関し区民に説明する責務を全うし、もって区民の区政への参画の促進を図り、区民との信頼関係の下に公正で開かれた区政を実現」することを阻害すると共に、非公開決定を恣意的に乱用するものとなっています。

情報公開条例の第７条では、「行政情報の公開義務」を定め「実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」という。）が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。」としていますが、127号の非公開理由は「次の各号のいずれかに該当する情報」に該当するものではありません。

文京区の情報公開制度事務要領（平成13年4月）では、「非公開情報が効果的に限定された範囲で公開の有無の判断がされる場合は、これらの情報が公開した場合の支障の内容を具体的に検討する必要がある」としていますが、非公開の理由、根拠が「区として意思決定がされるまで時限秘とする。」では、区政の全ての意思形成過程の情報は非公開となる可能性があります。

条例第9条では、行政情報の一部公開を定め「実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報（前条各号に該当する情報を含む。以下この項及び第十五条第二項において同じ。）が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。」としていますが、127号の非公開の理由、根拠では、「非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるとき」という条例第９条の具体的な検討がされているかどうかも不明ですし、条例第9条の趣旨である「原則として、公開可能な部分は公開すべきであるという趣旨である」にも反するものです。

○第131号について
第131号は、旧元町小学校跡地及び元町公園についての調査を求める「区有地の有効活用に関する基礎調査委託」仕様書の「留意事項」に明記されている内容の情報公開を求めたものですが、区は、「受託者と文京区の打合せの記録」及び、「官民協働型事業コンサルティング業務に精通した人材を確保」の証明のための資料･名詞等及び、「区が提供する資料」の全ての情報公開について、「不存在」と決定したものです。

区は、契約に当たっての条件を「留意事項」として受託者に求めており、「留意事項」に反した場合は、当然契約の解除も含めての条件だと考えられます。

文京区の情報公開制度事務要領では、その「運用」で「組織教養文書の範囲」や「文京区行政情報管理規則の要点」を示している。その「管理区分」では、「課長が確認した事務要領、業務日誌及び事務連絡票」も例示しています。

仕様書における「留意事項」（２）では、「受託者は、業務の進捗状況を適宜区に報告し、随時、担当課と打合せを行う。」としていますが、「課長が確認した事務要領、業務日誌及び事務連絡票」も作成しないというあり得ません。「不存在」とするのは仕様書を区が作成しながら、記録や業務日誌や事務連絡も行っていないということになります。区は、仕様書の留意事項に従って職員が業務を行っていることを業務日誌や記録を作成して区民に説明しなくてはなりません。

「官民協働型事業コンサルティング業務に精通した人材を確保」の証明のための資料･名詞等についても、そのことを証明することは仕様書から求めらており、「不存在」は不自然です。

「区が提供する資料」の全ての情報公開についても、委託業務の遂行上、区からの資料提供がなければ、旧元町小学校跡地及び元町公園についての調査を行うことは不可能と考えます。

○第138号について

第138号は、旧元町小学校跡地及び元町公園についての調査を求める「区有地の有効活用に関する基礎調査委託」で定められた8月31日までに納品されるべき「成果物」一式及び関連資料の情報公開について、区が非公開としたものです。

区は、非公開の理由として「公にすることにより意思決定の中立性が損なわれるおそれ及び特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため」としていますが、不当な決定です。

成果物としての「調査報告書」は、（１）対象区有地の現況調査、（２）事業スキーム、（３）事業スキームの成立条件の検討、でありいずれも客観的な法規制や敷地条件、参考となる先進事例の収集の整理から得られる適用可能な事業スキーム、今後の法改正の状況を見据えた関係法令の整理、補助金の整理、事業の採算性、複合施設の課題の整理、事業効果、隣接する元町公園との関係、その結果をふまえての共同事業のスキームであり、「公にすることにより意思決定の中立性が損なわれるおそれ及び特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため」という理由は当たりません。

「区有地の有効活用に関する基礎調査委託」は、公表されることを前提に行われている委託調査であり、138号における非公開決定は、「区が区政に関し区民に説明する責務を全うし、もって区民の区政への参画の促進を図り、区民との信頼関係の下に公正で開かれた区政を実現」することを阻害すると共に、非公開決定を恣意的に乱用するものとなっています。

情報公開条例の第７条では、「行政情報の公開義務」を定め「実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」という。）が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。」としていますが、127号の非公開理由は「次の各号のいずれかに該当する情報」に該当するものではありません。

文京区の情報公開制度事務要領（平成13年4月）では、「非公開情報が効果的に限定された範囲で公開の有無の判断がされる場合は、これらの情報が公開した場合の支障の内容を具体的に検討する必要がある」としていますが、「公にすることにより意思決定の中立性が損なわれるおそれ及び特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため」という理由では、事務要領で示されている条件を満たすものではありません。
